
児童手当手続き確認フローチャート 

 

１ 高校生年代(18 歳到達後の最初の年度末）までのお子さんがいる方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 大学生年代（22 歳到達後の最初の年度末）までのお子さんが３人以上いる方 

 

 

 

高校生年代のお子さんがいますか 

みなかみ町から児童手当（特例給付）を受けていますか 

高校生年代のお子さんの住民票は同一世帯

ですか 

申請は 

不要です 

勤務先にお問い合わせください 

過去に高校生年代のお子さん

の手当をみなかみ町から受給

したことはありますか 

『Ｂ 額改定

届』を提出し

てください 

申請は 

不要です 

所得の高い方の住民票登録地はみなかみ町ですか 

所得の高い方の住民票登録地

にお問い合わせください 

お子さんと住民票同一世帯ですか 

『Ａ 認定請求書』及び

『Ｃ 別居監護申立書』

を提出してください 

『Ａ 認定請求書』を

提出してください 

お子さんを養育している父母等のうち、所得が高い

方は公務員ですか 

児童の兄姉等（Ｈ14.4.2 生～Ｈ18.4.1 生）がいて、その人を含めて３人以上のお子さんがいますか 

そのお子さんを監護し、生計費の相当部分を負担して

いますか 

『Ｂ 額改定届』及び『Ｄ 監護相当・生計費の負担に

ついての確認書』を提出してください 

申請は不要です 

（第三子以降加算対象外） 

【申請書の提出時と一緒に必要な書類】 

Ａの「認定請求書」の提出時には、「請求者名義の普通預金の通帳の写し」が必要です。 

B～D の書類は、添付書類は不要です。 

『Ｂ 額改定届』及び

『Ｃ 別居監護申立書』

を提出してください 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

いいえ はい 
いいえ はい 

いいえ はい いいえ はい 

いいえ はい いいえ はい 

いいえ はい 


